
富士見町水道指定給水装置工事事業者 各種届出等のご案内 

１ 指定事項の変更 

◆名称及び所在地等の指定事項に変更があったときは、変更があった日から 30 日以内

に、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」【水道法施行規則 様式第 10】を提

出してください。 

【富士見町水道指定給水装置工事事業者規則 第 6 条】 

２ 提出書類 

①指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書【様式 第 10】 

②誓約書（法人役員変更の場合） 

③指定給水装置工事事業者証（旧事業証返却後、再発行） 

④事務所等の写真（事業所移転の場合） 

・法 人 ⑤定款（写しに原本証明） 

⑥登記簿の謄本（発行日から 3 か月以内のもの） 

・個 人 ⑦住民票の写し（発行日から 3 か月以内のもの） 
 

   【表中○印が提出（添付）書類として必要です。】 

届 出 の 種 類 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 備   考 

指

定

事

項

の

変

更 

事業所の名称 
法 人 ○  ○  ○ ○   

個 人 ○  ○      

事業所の住所 
法 人 ○  ○ ○ ○ ○  

 事業所の平面図及び付近

見取図を添付 個 人 ○  ○ ○    

代表者の氏名 
法 人 ○ ○ ○   ○   

個 人 ○  ○    ○  

役員の氏名 法 人 ○ ○    ○   

主任技術者の氏名ま

たは交付を受けた免

状の交付番号 

法 人 ○       

主任技術者免状の写しを添付 
個 人 ○       

※「有限」から「株式」への組織変更の場合には、同一法人とみなし、名称変更のみとしま
す。 

※「氏名」の変更で「個人」の場合とは、「個人事業者本人の氏名」の変更です。 

※法人・個人を問わず事業者の承継（個人から個人への相続、個人から法人への組織化、法

人から法人への営業譲渡、合併に伴う新会社の設立）は出来ません。 

この場合には、「廃止」→「新規」の手続きをとってください。 

 




